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最近のアメリカにおける｢文化リテラシー｣

をめぐる問題状況

-現代アメリカ教育思想の一考察- (下)

小　柳　正　司

(1991年10月15日　受理)

On the Issues of "Cultural Literacy in Resent U. S. Education Movement

Masashi Koyanagi

3. ｢文化リテラシー｣論の展開(承前)
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2) E.D.ノ＼-シュの｢文化リテラシー｣論

ブルームの『アメリカン･マインドの終幕』が,多民族国家アメリカにおけ右精神的一体性の確

保を<知的エリートの高貴な伝統>の教育に求めるものだとすれば　E.D.ハーシュの『文化リテ

ラシー』は,大衆的レベルでの学校教育に知的内容の統一をもたらすことによってアメリカ国民文

化の中核を形成しようとするものだと言える｡実際,彼は｢全米カリキュラム委員会｣なる組織の

設置を提唱し,全てのアメリカ人が国民として知っておくべき｢中核情報｣のリストを作成して,

それらを学年別シークエンス-と配列する標準的な全国統一カリキュラムの開発を求めている1'｡

勿論,こうしたハーシュの提唱に対してはリベラル派から厳しい批判が出されている｡すなわち,

それは特定の文化内容を法典化して人々に押し付けるものであり,カリキュラム内容の決定権を中

央権力へと強奪するものであり,あるいはマイノリティーにたいする一種の文化的同化策(または

文化的帝国主義)であって,根本的に非民主主義的な考え方である,等々2'｡しかし,ハーシュ自

身はこの種の批判を,ある意味では十分承知しており,なおその上で自らの主張を展開しているの

である｡彼にとって何よりもまず問題なのは,アメリカ国民の文化的知識水準の低下であり,それ

はまさに国家の存亡に関わる危機なのである｡この危機を前にして,彼に対する批判者たち(リベ

ラル派)が有効な代案を提出しないかぎり,批判に対する反証の責任は自分にはないと彼は考えて

いるのである｡実際,彼はリベラル派からの批判に対して次のような答え方をしている｡

｢"教育内容がどうあるべきかを誰が決定するのか?"という質問が討論を打ち切って′しまうそ

の伝統的な役割をいつまでも許されてよいはずがない｡包括的な学校カリキュラムを全国的規模
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で決定することは非民主主義的で偏狭だと論ずることで議論に決着をつけてしまうことはもはや

許されない｡そもそも『多元主義的』で自由放任的な考え方自身,暗に別種の全国的規模の包括

的なカリキュラムを前提しているのである｡つまり,それは文化の断片化と知的文盲のカリキュ

ラムを前提しているのである｡それこそまさに現在アメリカの学校が提供しているカリキュラム

に他ならない｡ --われわれの具体的な勧告に欠陥があると考える人々は,ではそれよりも優れ

た勧告を出せるのかと挑戟をうけているのであって,包括的なカリキュラムの具体的な内容につ

いて議論することをいつまでも回避し続けることはできないのである｡｣3)

ブルームやハーシュを含めて今日ネオ･コンサヴァテイヴと称される人々は,一般に,アメリカ

の危機を訴える際に,それを過去半世紀にわたるリベラリズムの支配の必然的な帰結として描き出

し,それによってリベラリズムに退場を迫るというやり方をとる｡リベラリズムは確かに立派なこ

とを言ってきたが,それはただアメリカを今日のように弱体化させただけではないかというわけで

ある｡そして彼らは,過去半世紀にわたってリベラリズムが培ってきた民主主義的諸価値に対して

何ら誠実な知的検討を加えることなく,むしろ国家のサバイバルを図るという戟略的観点を前面に

打ち出すことで,リベラリズムの放棄と何ものにも譲歩しない堅実な哲学への選択を人々に訴える

のである｡

｢文化リテラシー｣と｢背景知識｣

ハーシュの｢文化リテラシー｣論の中心的な主張は,読み書きのできるアメリカ人ならだれでも

共通にもっている知識･情報というものを特定して,それらを学校,とりわけその初等段階におい

て子どもたちに徹底的に教え込もうというものである｡そもそも彼がこのような主張をするのは,

リテラシーすなわち読み書き能力というものは,単なる技能(skills)にすぎないものではなくて,

実は読み手や書き手が暗然のうちに前提している｢背景知識｣ (background knowledge)に大きく

依存するものなのだという認識があるからである｡ハーシュは,この認識を言語心理学における

｢最近の発見｣と称して,次のように要約している｡

｢言語研究から現れた新しい構図は,読み手の高度に能動的な精神作用というものを前面に押し

出すことになった｡読み手は今や,書かれたものの単なる解読者であるばかりでなく,書かれて

はいないがかなり重要な情報の供給者でもある｡読み手は,文中の単語によって直接述べられて

はいないけれども本質的な文脈の一部となっている意味を,たえず推測しているのセある｡文章

の字づらが明示している意味は,氷山の先端にすぎず,それよりもはるかに大きな部分は水面下

にあって,読み手自身の適確な知識がそれを充当するのである｡過去20年間の研究は,以前の理

論的説明が想定していたよりもはるかに,読みの過程においてこのような背景知識が重要な要素

となっていることを示したのである｡｣4)

要するに,リテラシーの水準は,読み書きを適確に遂行するのに必要な｢背景知識｣をどの程度

所有しているかによって左右されるというわけである｡ハーシュは,リテラシーのこのような隠れ
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た次元(tacitdimension)を｢文化リテラシー｣と呼んでいる｡それは,人々が普段は文章や会話

においてわざわざ説明するまでもないものとして当然視している知識であり,読み書き能力を駆使

しうる人々の間ではいわば暗然の常識として通用している知識である｡そして,リテラシーを獲得

し,いわば当該言語文化圏の正規の構成員となるためには,そのような人々が相互に前提し合って

いる知識を確実に身につけ,それらを自らの読み書き行為において適確に充当できなければならな

いわけである｡逆に言えば,発音や単語の識別その他言語操作の形式的技能にどんなに熟達してい

ても,暗然の共通知識に通じていなければ,人々との効果的な意志疎通に参加することはできず,

従ってそれは一種の｢文化文盲｣ (culturalilliteracy)だということになるのである｡ある意味で

はそれは,外国語を読解する際にその国の文化や歴史,習俗等についてある程度の｢背景知識｣が

必要とされるのと同じ事情である5)｡勿論,ハーシュは自国の言語文化圏の中での実効ある読み書

き能力を可能にする｢背景知識｣を問題にしているのである｡こうしてハーシュは,リテラシーの

問題を,単なる読み書き技能の問題から,読み書き文化に関する知識内容の獲得の問題-と捉えな

おすのである｡

注入主義の教育

実際,ハーシュはこうした認識に基づいて,学校は読み書き能力のあるアメリカ人となるために

必要な,アメリカ文化の｢共通知識｣ (commonknowledge)を全ての子どもたちにきちんと教え込

むべきだと主張している｡これは新たな注入主義教育の主張である｡ハーシュによれば,この50年

間アメリカの学校教育は,ルソーを祖としデューイによって広められたロマンティックな教育理論
I

の影響を受けて,学校で教えるべき知識内容を特定化することを蒔躍し,子どもの興味･関心に力

点を置く｢内容中立カリキュラム｣ (contenトneutralcurriculum)を採用してきた｡それは,子ど

もの現在と内発的成長を強調するあまり,読み書き能力の形成は用いる教材の内容とは無関係であ

り,ただ子どもを刺激さえするものならば,教材はどのような内容のものであってもかまわないと

いう考え方に立ってきた｡その結果, 『オデイッセイ』や『ロビンソン･クルーソー』のような

ハードな文化的内容をもった教材は排除されて,例えば"スーパーマーケットでお買い物をする少

年と少女"といった,ソフトではあるが読み書き文化の習得には何の役にも立たないその場限りの

教材が教室を支配することになった｡ハーシュは,こうした内容軽視の教育理論こそ,アメリカ人

の読み書き能力を衰退させた元凶であるときめつけている6)｡

これに対しハーシュは,学校教育の基本目標を｢文化適応｣ (accultulation)と規定し,学校は

子どもたちを社会の広範な活動-と導き入れるために,彼らに国民的読み書き文化の基礎知識を伝

達しなければならないと主張する｡

｢子どもたちは,社会が共有する特定の知識を積み上げる(pileup)ことによってのみ,社会の

他の人々との複雑な共同活動に参加することを学ぶのだ｡ --人間社会における教育の基本目標

は, 『文化適応』すなわち成人たちの間で共有されている特定の知識を子どもたちに伝達するこ
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とである｡｣7)

そして彼は,アメリカ人の読み書き能力を回復･向上させるためには,全国的に共通の知識内容

をもったカリキュラムを採用し,共通知識を系統的に盛り込んだ教科書を作成する必要があると主

張している｡

そもそも,ハーシュにとってリテラシーを獲得するということは,当該言語文化圏の中で,読み

書き能力のある人々との意志疎通の過程に参加するための基礎資格を獲得するということを意味し

ており,従ってリテラシーは単なる技能以上に,一種の社会参加の様式を表しているのである｡し

かも,彼によれば,産業･経済活動がネイション･ワイドに展開されている現代社会においては,

人々の意思疎通は直接話を交わす範囲をはるかに越えて広がっており,現代社会はその存続のため

に,標準国語(standard national language)によるフォーマルな意志疎通様式を必要としているの

である｡そして,このフォーマルな意思疎通様式は,人々の日常生活の文脈を超越した,いわば匿

名の非人格的な意志疎通様式であるがゆえに,国家的な教育制度を通じて意識的に習得が求められ

る性質のものなのである｡

｢私たちが知っているような単一言語国家は,新種の社会･経済上の組織化-すなわち工業

国家-の発展とあいまって発展してきた｡ -　より広範囲の経済の必要に応じるために,現代

の工業国家では読み書き能力が普及しなければならない｡国家的な教育制度を通じて読み書きと

共通文化とを教える教育が現代国家の中核に存するのである｡ --現代の経済的な必要からいっ

て,言語の標準化と読み書きの全面的普及という目標がこれまでになく緊要なものとなっている

のである｡｣8)

だが,ここで問題となるのは,ハーシュのこの｢文化適応｣の教育が,教育内容的にはWASP

(白人･アングロサクソン･プロテスタント)中心のアメリカ主流文化を前提とし,教育方法的に

は暗記学習(rote-learning)と知識の積み上げ(pilingup)を推奨することによって,結果的にはそ

れが既成社会の読み書き文化の枠内へと子どもたちを一面的に同化する教育となっていることであ

る｡

暗記学習と知識の積み重ね

ハーシュは｢暗記(memorization)を嫌う現代アメリカ人の態度は,現実主義的であるよりも多

分に迷信的である｣と述べている9'｡そして,知識の詰め込みに反対したデューイを随所で批判し

ながら,暗記学習(rote-learning)と知識の積み重ね(pilingup)を再評価すべきだと力説している｡

それというのも,ハーシュによれば,標準国語は近代工業国家の出現にともなって生じた言語の画

一化の必要に応ずるために,国家によって人為的に構築されたものであって,その習得は学校教育

を通じて多少とも強制的に行われなければならないものだからである｡しかも,標準国語の習得は,

単に文法や発音,スペルといった事柄にとどまらず,標準国語の読み書きに用いられる国民的共通
l

語嚢(national common vocabulary)の習得を不可欠としている｡それらは,読み書き能力ある人々
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の間でその意味内容が明示されることなく通用している文化的な語桑であって,日常の談話世界で

はめったに用いられない読み書き文化の特別な語桑であるがゆえに,学校教育によって意識的に教

えられる必要があるのだとハーシュは言う｡言い換えれば,そうした文化的語嚢は,例えば"リン

カーンの丸太小屋"という言葉に出会ったときに,リンカーンはどういう人物であり,_丸太小屋が

何を象徴しているのかを知っていなければ,その時点で読み書きの適確な遂行が不可能になってし

まうように,子どもの興味･関心や現在の必要など考慮することなく,とにかく理屈抜きに習得し

ておかなければならない必携の語嚢なのである｡

ハーシュは,こうした読み書き文化に関する語桑の習得には,科学や学問･芸術等の専門的な理

解の裏付けは必要ないと述べている｡つまり,文化的語嚢の内容理解は,きわめて常識的なステレ

オタイプ化された理解で十分だと言うのである｡むしろ,肝心なことは,読み書きに際して各々の

文化的語桑を,国民的に共有されている｢連想体系｣ (systemofassociations)の内でどの程度適

確に充当できるかということであると言う｡例えば, U.S.グラントという固有名詞から南北戦争,

南部リー将軍の活躍,北部連邦軍の勝利といったアメリカ人ならだれでも知っているような一連の

背景知識を瞬時に想起し,それらに照らして文脈を適確に理解できるかどうかが,リテラシーの成

否をなすというわけである｡そして,そうした国民的｢連想体系｣を共有できるためには,読み書

き文化に関する背景知識をとにかく積み上げていく以外に方法はないとハーシュは言う｡

｢背景知識はひとりでに生ずるものではない｡読み書きは積み重ねの技能(cumulative skills)

であり,読む量が多くなればなるほど,それ以上の読みをするのに必要な知識が得られるのであ

る｡｣10)

要するに,ハーシュにおいては,標準国語の文化的語桑は全国規模の非人格的読み書き文化に参

加するための知的装備の部品と考えられているのであり,それらは読み書き文化を解読する必携語

桑として,それらのカタログをあらかじめ頭の中に蓄えておかなければならない性質のものなので

ある｡しかも,ハーシュは,一つ一つの語嚢の意味内容に関しては用語解説程度のペダンテイック

な理解で十分だと言うのであるから,彼の言う｢文化適応｣ (accultulation)の教育は著しく反知

性主義的な性格をもつ注入主義の教育であることがわかる｡

実際ハーシュは,この点に関して多くの教育専門家が批判的意見をもっていることを認めている｡

すなわち,文化的語嚢というものは興味ある教材の中に組み込まれて目的意識的に学ばれない限り,

背景知識の｢連想体系｣を含めて,真に身につくものではないという批判である｡これに対して

ハーシュは,そうした高次の学習を可能とするためにも,その予備段階として,読み書きに必要な

基本語嚢をとにかく所有していなければならないのだと反論する11)｡そして, ｢幼い子どもたちが

十分理解でさようになる以前に大人の知識を子どもたちに教え込むことは,間違ってもおらず不自

然でもない｣12)と述べて,暗記学習による知識の注入を低学年段階から早期に行うことを積極的に

推奨している｡その理由として彼は,記憶力の旺盛な子ども時代は知識の内容を論理的に吟味した

り筋の通ったものとして理解することよりも,断片的な知識をまるごと吸収することのほうが学習



216 鹿児島大学教育学部研究紀要　教育科学編　第43号(1991)

方法としてふさわしく,早い時期から読み書き文化に関する知識をもつことは,その後の読み書き

能力の発達にとって決定的な重要性をもつからだと述べている13)｡

｢文化リテラシー｣の国家的性格

このように見てくると,暗記学習と知識の積み重ねを強調するハーシュの｢文化適応｣教育は,

読み書き文化のエスタブリッシュメントに向けて,ひたすら参加と同化を図るための教育に他なら

ないことがわかる｡彼にとってリテラシーの獲得は,結局のところ,単一言語国家の存立にとって

不可欠な標準国語と国民的読み書き文化の習得を意味しており,そこではすべての国民が共通の背

景知識を所有し,読み書き文化の基本語嚢を駆使して共通の連想を喚起しあうことができるように

なっていなければならないのである｡それゆえ,ハーシュにおいては,リテラシーは単に標準国語

による読み書きということを超えて,国民をネイション･ワイドに統合する一種の文化的紐帯と考

えられているのであり,その意味で彼の｢文化リテラシー｣論はすぐれてナショナリスティックな

性格を有していることがわかる｡実際彼は, ｢国民としての読み書き能力に必要な知識は国ごとに

異なっている｣ ｢あらゆる現代国家において,国家的文化の習得は標準国語の習得にとって本質的

である｣14'と述べている｡

しかも彼は,学校で教えるべき読み書き文化の内容は,アメリカ主流文化の伝統というものを伝

えるものでなければなら_ないと主張する｡なぜなら,読み書き文化の語桑というものは,人々の間

の広範な意志疎通と相互理解を可能とするものである以上,学校教育の最も重要な内容となるもの

は,流動性の激しいアップ･トゥ一･デイトな要素ではなくて,読み書き文化のうちでも比較的安

定した持続性のある要素,すなわち何世代にもわたって国民の記憶の中に定着してきた要素-例

えば,ジョージ･ワシントン,乳歯妖精,ゲティスパーク演説,ハムレット,独立宣言といったも

の-でなければならないからであるとハーシュは言う15'｡

こうしたハーシュの主張に対しては,当然のことながら,それはマイノリティーの文化を異端視

してWASPの支配的文化を正統視するものではないかという批判がある｡これに対してハーシュ

は,読み書き文化の語桑は本来,いかなる方言,地域,階級をも超越した｢普遍的な意志疎通の手

段｣なのであって,特定の階級文化に属するものではないと反論する｡だか,ハーシュの議論を丹

念に分析してみるならば,そうした普遍的な意志疎通の手段は,その内容面においては先行移民で

あるWASPが建国以来既に彼らの間で読み書き文化の語桑として確定してきたものに他ならず,

後発の人々はそれらをあらためて自らの｢普遍的｣な意志疎通の手段として身につけない限り,ア

メリカ国民文化の中で正統な市民権は得られないとされているのである｡事実,彼は｢読み書き文

化は,わが国での社会的,経済的交換に使われる共通の通貨となっており,一人前の市民となるた

めの唯一利用可能な入場券(ticket)となっている｣と述べ,標準国語による読み書き文化はいか

なる階級の占有物でもなくて,万人に開かれた｢普遍的｣な意志疎通手段なのだとしているが,問

題はその内容面,つまり｢効果的に読み･書き･話すために必要とされる背景知識｣については,
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あくまでも伝統的な読み書き文化の中核知識でなければならないとし,それらは学校教育を通じて

意図的に教え込み伝達される必要があるのだとしているのである16)｡

さらに,ハーシュは｢文化リテラシー｣の歴史的決定論とも言うべき議論を展開することによっ

て,先行移民であるWASPの文化的ヘゲモニーを正当化する17)｡彼は,アメリカの読み書き文化

が内容的にWASP中心の西洋文明の伝統に傾くことは,アメリカの国家形成に関わる歴史的諸事

情によって決定されてきたことであって,アメリカの標準国語と読み書き文化を創出したのが

WASPであったという事実はどうすることもできないことなのだと言う｡そして,読み書き文化

の語桑が一旦そのようなものとして確定され定着している以上,それをいまさらに変更することは,

アメリカの単一言語文化圏を機能麻痔に陥れることになると論じている｡

｢一部の人は,わが国の文化は共通意志を働かせることによって大規模に作り直すことができる

と誤解している｡これは誤った有害な神話である｡急速で大規模な変化は,国語(national

language)の領域におけると同様,国民文化の領域においても不可能である｡わが国の文化から

聖書や伝説上の引愉を排除することは,三人称単数からSを落とすことと同じように,望ましく

もなく実際的でもない｡｣18)

ハーシュによれば,具体的に何を読み書き文化の語嚢とするかは歴史の偶然によって決定されて

きたのであり,それらはその起源においていかに党派的なものであったにせよ,一旦意志疎通の道

具として読み書き文化の中に定着した以上,読み書き文化に後から参入しようとするアウトサイ

ダーは,それらを共通の意志疎通の道具として理屈抜きに習得しなければならないというのである｡

だが,ハーシュは,アメリカの文化的伝統を教え込むことは, WASP中心の政治的･社会的現

状維持を図ったり,マイノリティーに対する文化的抑圧や差別主義を助長したりすることにはけっ

してならないと言う｡むしろ彼は,自分の提唱する｢文化リテラシー｣の教育は,社会的にハンデ

ィーを負った｢恵まれない子どもたち｣にこそ最も大きな恩恵を及ぼすものであると主張している｡

なぜなら,彼らはその家庭的背景からして洗練された読み書き文化を剥奪されており,中産階級の

子どもたちと比べて出発点から差を負っているのであって,彼らにアメリカの読み書き文化の伝統

をきちんと身につけさせるような教育を保障することは,彼らを文盲と貧困の悪循環から解放し,

彼らに社会的上昇の手段を与えることになるからだ,とハーシュは言う｡

｢文化リテラシーは,恵まれない子どもたちに機会を与える唯一確実な方法であり,彼らを両親

と同じ社会的･教育的状態にとどまるように運命づけてしまう社会的決定論を打ち壊す唯一確実

な方法である｡｣19)

それゆえ｢文化リテラシー｣の教育は,機会均等への障壁と階級差別を打破し,実効ある民主主

義の実現と社会正義の増進をめざすものである,とハーシュは主張する｡だが,彼の議論は,そも

そもマイノリティーの子どもたちを読み書き文化から疎外している当の家庭環境や彼らの置かれて

いる社会的･経済的諸条件をそのままにして,文盲と貧困の悪循環の克服を,ただ学校での規範的

知識の教え込みという,それだけのことに接小化するものである｡そればかりでなく,彼はマイノ
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リティーの人々の社会的･経済的な地位の向上を, ｢単純で下等な仕事に縛りつけられている｣状

態から｢権力の挺子を操作する正当な地位｣へと社会的ヒエラルヒ-を上昇移動することだと捉え

ている20)｡つまり彼にとって｢文化リテラシー｣は,既存の社会秩序と経済構造の枠組の中で,周

縁から中心へと主流化するための立身出世の手段に他ならないのであり,そのことによって,アウ

トサイダーたちをもアメリカ主流文化の共通の担い手-と同化するためのアメリカナイゼーション

の手立てとなるものなのである｡

｢文化リテラシー｣とアメリカの共通価値

かくしてハーシュの｢文化リテラシー｣論は,国民の読み書き能力に関して,ネイション･ワイ

ドな文化的流通性をもつ一群の語桑や背景知識の所有を強調しながら,議論の展開として,アメリ

カ文化の伝統的な規範知識の再確認を図り,それを中核にして多民族国家アメリカを文化的に同質

な単一言語国家-と再統合することを求めるのである｡そこには,メルテイング･ポットとしての

宿命を負うアメリカは,アメリカとは何であり何であったのかという｢国家的な価値と伝統｣につ

いての統一的な自己認識を,教育制度を通じて絶えず国民の間に意識的に再生産しっづけないかぎ

り,国家としての一体性を保持することができないというハーシュの強い認識があるのである｡実

際,彼は｢わが国ではその開始以来,学校カリキュラムが国民文化の特別に重要な形成要因であ

った｣と述べ,それゆえ学校で教えるべき読み書き文化の共通知識がいかなるものであるかを確定

することは｢一つの政治問題｣なのだと述べている｡そして, ｢常に同質性を欠くアメリカ文化は,

共通文化を教え込むカリキュラム(acommon acculturatativecurriculum)を失うならば,おそらく

文化としての一体性を失い分解してしまうだろう｣という危機意識を表明している21)｡それゆえ

ハーシュは,多文化教育(multicultural education)がどんなに有益で賞賛できるものであったとし

ても,それを国民教育の中心課題としてほならないと述べ,それに先立ってアメリカ文化の共通中

核部分をすべての子どもたちにきちんと教え込んでおく必要があるのだと主張する｡

｢アメリカ人が一人のこらず多言語文化を身につけることができるとすれば,それは確かに最善

の理想ではあろう｡しかし,その方向-の第一歩は,われわれのすべてがわれわれ自身の国語

(national language)と文化を身につけることでなければならないのである｡｣22)

だが,こう主張する一方で,ハーシュは｢多くの異なった国や文化から膨大な新市民をなんとか

受け入れてきた19世紀以来,多元主義と寛容はわが国の自画像の一部となってきた｣とも述べ,多

様性と寛容がアメリカのアメリカたる基本原理となっていることを認めている｡そして, ｢アメリ

カという文脈の中では,教育における多元主義(pluralism)の伝統はきわめて重要｣だとして,全

国共通カリキュラムの提唱は必ずしも全面的画一教育のシステムを意図するものではなく,肝心な

ことは｢知識の共有ではなく知識のタイプの共有｣であって,共通目標として国民文化の中核部分

さえ確保されるならば,具体的な教材や教授法は教育の効果という点から見ても多様であるのが望

ましいと述べている23)｡
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しかしながら,ハーシュは同時に｢文化的多元主義はわが国では常に節度ある伝統であった｣と

も述べ,文化の多様性はあくまでも共通言語の文脈内で発展すべきものなのだと主張する｡そして,

多様性と寛容がアメリカの原理だというならば,多様性を一つの国家のうちにまとめあげる｢アメ

リカ的価値の根源｣はそれ以上に重要なものだと論ずる｡こうして,ハーシュはアメリカの多様性

を統一する共通の杵は何なのかという問題を提起し, ｢アメリカ文化とは何よりもまず,われわれ

の市民的エトスの根底にある市民宗教(civilreligion)に他ならない｣と答える｡そして,この

｢市民宗教｣の内容について次のように説明している｡

｢アメリカの市民宗教は,寛容,平等,自由,愛国,義務,協力といった諸価値を賞賛する｡そ

れは,国旗,公的な宣誓,祝祭日のようなシンボルと儀式を有している｡さらにそれは,それ独

自のバイブルをもち,このバイブルについての知識が文化リテラシーの核心となるのである｡ -

-市民宗教の『書』のいくつか-例えば,独立宣言,ゲティスパーグ演説,聖書そのものから

のいくつかの断章など-は,疑いもなく常にわれわれの市民宗教に属し続けるであろう｡｣24)

ハーシュによれば,こうした｢市民宗教｣こそはアメリカの国家的所与であり, ｢われわれが広

く共有している諸価値を規定するもの｣であり, ｢国家的な忠誠と誇りを含む広く共有された態度｣

を形成するものなのである｡そして,国民的語桑は様々な意見や対立する利害をこうした｢市民宗

教｣の枠組みの中で相互に調整するための意志疎通の道具なのであり,国民文化はそうした多様の

中の統一を求める国家的努力の産物なめだ,とハーシュは説明している25)｡

かくしてハーシュの｢文化リテラシー｣論は,アメリカの国家史を構成する支配的文化の伝統遺

産を国民教育の中核内容として位置づけ,そのことによってアメリカのナショナリズムの要請に応

えようとするのである｡

4.公民教育とカリキュラム内容

文化リテラシーと公民教育

以上のように,ハーシュの｢文化リテラシー｣論は,アメリカ国民文化の中核知識を定義づけ,

それらを全国共通カリキュラムによって教え込むことを主張する点で, 80年代後半に台頭してきた

公民的能力.civic competence)重視の教育改革論議の中で,一つの有力な議論として注目を集める

ことになった｡例えば,レーガン政権二期目の教育長官ウイリアム･ベネットは,ハーシュの｢文

化リテラシー｣の主張を次のように評価している｡

｢『文化リテラシー』は一人の売り出し中の文学者の狭い関心から発したもののように聞こえるか

もしれないが,それは社会科その他さまざまな教科のカリキュラムを通してどのような技能や知

識を発達させるべきかを考えるうえで,本質的な枠を提供するものである｡ E.D.ハーシュをは

じめとする研究者たちは,文献や記号についての一群の共有された知識を所有していなければ,

子どもたちは学校でうまくやっていけないということを見出した｡ --初等学校の第一の機能は,
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われわれが共有する文化についての『共通知識』へと子どもたちを導入することでなければなら

ない｡｣26)

既に前稿で触れたように,アメリカ国家を支える基本的価値観の共有や国民的一体性の確保を求

める公民教育の課題は, 『危機に立つ国家』 (1983年)をはじめとして,ボイヤーの『ハイスクー

ル』 (1983年),アドラーの『パイデイア提言』 (1982年),あるいは20世紀基金の報告書『成績を上

げる』 (1983年)やサイザ-の『ホ-レスの妥協』 1984年)など, 80年代の教育改革運動がその当

初から部分的には論点として提起していたものであった27)｡しかしながら,少なくともレーガン政

権一期目のベル教育長官時代には,そうした公民教育の課題は,即効的な学力向上を期待する一連

の諸施策28)の陰に覆われて,教育改革の中心的議題にはなりえなかった観がある｡その意味で,

ネオ･コンサバテイヴを代表するベネット教育長官の登場1985年)は,経済競争力の強化に向け

て教育の｢質｣の向上をめざしてきた80年代教育改革が,元来その根底に有していた国家主義的性

格をはっきりと前面に押し出す大きな転機となったと言えよう｡

例えば, ｢教育の卓越性全米委員会｣の会長で『危機に立つ国家』のまとめ役を務めたガード

ナ- (DavidP.Gardner)は, 『危機に立つ国家』の発表後三周年目にあたって,教育改革がやり残

した課題の第一項目として,自由社会の市民となるのに必要な｢市民性の技能｣ (skillsofcitizen-

ship)の教育を挙げている｡そして,連邦政府は教育のナショナル･インタレストに明解な責任を

もつべきだと強く訴えている29)｡

また, 1987年にAFT (アメリカ教員連盟)が,教育研究団体｢教育の卓越性ネットワーク｣お

よび民間人権監視組織｢フリーダム･ハウス｣と共同でまとめた報告書『デモクラシーのための教

育』は, ｢自由で民主主義的な社会｣を擁護するた捌こ,学校は｢われわれをアメリカ人として統

合している自由と平等の政治的ビジョン-および,そのビジョンを実現するためにわが国の建国

者たちが設定した政治制度-の深い忠誠心｣を若い世代に伝達すべきであると論じている｡そして,

そうしたアメリカ的価値観の担い手としての市民(公民)を育成するために,とりわけ社会科カリ

キュラムの改革に焦点をあてて, ｢社会科カリキュラムは,合衆国および民主主義的文明の歴史,

アメリカの政府の研究と世界地理,および少なくとも一つの非西洋社会の深い学習を含むべきであ

る｣と提言している30)｡

さらに同年(1987年),全米教育アカデミーは,全米教育向上度評価　NAEP)による基礎学力の

全国的な調査に,従来行われていた読解(Reading)表記(Writing)文学･数学･科学に加えて,

新たに地理･歴史･公民も含めるべきことを勧告したが,その理由を次のように意義づけている｡

｢学校は,われわれの社会において決定的な役割を果す｡われわれの民主主義的綱領の持続と成

長に必要な教育ある市民(educated citizenry)を形成するという点で,学校はわが国の基盤を提

供するものである｡ ･-･･今日流行している議論は,狭い実利的な目的観に支配されており,学校

教育の目的を主として,世界市場での競争力の強化に見ている｡しかしながら,われわれは,学

校が果すもっと広い目的と貧弱な学校がもたらす真の脅威というものを常に心得ておかなければ
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ならない｡民主主義が保障する自由と機会を十分に享受することができるように子どもたちを

教育しないでいれば,民主主義は生きながらえることができないということは,全く明白であ

る｡｣31)

このように80年代後半には,学校教育の主要目的としてアメリカの国家的価値の共有や｢デモク

ラシー｣への忠誠といった事柄を掲げる報告書や提言があいついで出されるのである｡そうした流

れの中で,理論的にもイデオロギー的にもウイリアム･ベネットが教育長官として果した主導的な

役割はきわめて大きなものであった｡

公民形成とカリキュラム内容の特定化

ベネットは,就任直後の1985年3月の講演32)で教育改革にむけた政策課題として｢三つのC｣

を提示した｡すなわち　Content (教育内容), Chatacter　性格形成), Choice (学校選択)の三つの

Cである｡このうちChoiceは,バウチャーやタックス･クレジットと連動させて親の学校選択権

を認め,学校間に競争原理を導入することで,学校と教師のAccountability (目標達成の責任)を

高め,教育の｢質｣の向上を図ろうとするものである｡またChatacterについて,ベネットは正直,

勇気,勤勉といった常識的な徳目の習慣化と生徒の自己規律　selトdiscipline)の確立を強調し,そ

のために学校の道徳的雰囲気(ethos)や秩序正しさ(orderliness),さらには教師･校長自身の模

範的態度といったものの重要性を指摘している｡だが, ｢三つのC｣のうちベネットが最も意欲的

に取り組んだのはContent,つまり学校のカリキュラムに盛り込むべき具体的な知識内容の問題で

ある｡

1988年4月,ベネットは教育長官の名で『アメリカの教育-その活性化に向けて』と題する報

告書をレーガン大統領宛に提出している33)｡これは『危機に立つ国家』以後五年間の教育改革の成

果と今後の課題をまとめたものであるが,その中で彼は, 『危機に立つ国家』が提起したカリキュ

ラムの共通必修化とアカデミックな基礎教科(Basics)の学習をさらに徹底させることを求めると

ともに,問題は生徒たちがそれらのアカデミックな基礎教科の履修によって実際にどのような知

識･技能･態度を身につけることになるかという点にあると述べて,共通カリキュラムに盛り込ま

れるべき具体的な教育内容にまで踏み込んで議論することが今や教育改革の中心的な課題になって

いると述べている｡

｢正しい履修コース[共通基礎教科]をより多くの生徒たちが取るように求めることは,出発点

にすぎない｡次のステップは,それらのコースの内容を改善すること-すなわち全ての子ども

たちに履修が求められるコア･カリキュラムにおいて,何が教えられるべきかということにもっ

とはっきりと焦点を置くことである｡｣34)

だが,ベネットにおいては,こうしたカリキュラム内容の特定化は,単に学力水準の向上を図る

ためばかりでなく,むしろ基本的なねらいは,生徒の性格形成というものに置かれており,いわば

ContentをCharacterと結び付けて捉えるところに彼の議論の特徴が見られる｡すなわち彼は,仝
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ての生徒がハイスクール卒業までに身につけるべきものとして｢一群の共有された知識と技能,共

通の語嚢,共通の道徳的および知的態度｣を挙げ,彼らを｢責任ある成人の共同体に向けて準備す

ること｣をカリキュラム内容強化の目標とするのである35)｡しかもこの場合,求められるCharac-

terは個人倫理に関わるそれではなくて,何よりもアメリカ国家の担い手にふさわしい国民として

の資質や態度の形成という点に力点が置かれる｡言い換えれば,ベネットにおいては,共通の学習

内容のコアを特定化するというカリキュラム内容上の課題は,アメリカ国家を構成する国民の形成,

そのために必要とされる国家的理想-の献身やアメリカ的価値観の共有といった観点に密接に結び

付けられて捉えられているのである｡実際,ベネットは自らの講演集『アメリカの子どもと国家』

(1988年,36)に寄せた序文で, 80年代の"excellence movement"には国家としての"excellence　を

高めるという観点が希薄であった論じて,教育改革に国家主義的観点を貫くべく,■次のように述べ

ている｡

｢言うまでもなく,教育の卓越性(educationalexcellence)は,カリキュラムの改善や高いテス

ト･スコア-といったものにだけ依存しているわけではない｡結局のところ,国家はそれがつく

り出す市民の質によって判断されなければならない｡この市民の質は,彼らの技能や知識だけで

なく,彼らの性格(character),彼らの徳(virtue),彼らの共通善(commongood)への関心とい

ったものをも意味しているのである｡教育の重要な目的の一つは,わが国の公共生活(public

life),公民生活　cIVIClife)をいきいきと教え込むことである｡それゆえ,教育改革-の関心は,

単にカリキュラム改革や学校の管理運営といった問題を越えて,わが国の防衛と子どもたちの健

全育成といった事柄にまで及ぶものなのである｡｣37)

さらに彼は, ｢アメリカの保守主義の将来｣と題する講演(1986年)の中で, ｢国家の偉大さは,

GNPや軍事力によってではなく,国民性を定義づけ国民を結合するところの価値や原理-の献身

の強さによって示される｣というレーガン大統領の言葉を引用したうえで,教育改革はまさにそう

した｢国家の偉大さ｣つまり強力な国民的一体性というものの確立に向けた｢道徳的･文化的戦

線｣に他ならないのだと述べている｡そして,そのために学校は,何よりもまず,アメリカの国家

について,その歴史,英雄たち,国民的遺産と記憶,国家的栄光のシンボル,共通の原理を学ばせ,

子どもたちの内にアメリカ国民としての確固とした信念･態度･価値を形成しなければならないと

論じている38)｡

さて,以上のような国家主義的国民形成の観点に基づきながら,ベネットは具体的なカリキュラ

ム･モデルを提示するために,中等教育に関しては『ジェイムズ･マジソン･ハイスクール:アメ

リカの生徒のためのカリキュラム』 (1987年39)を,初等教育に関しては『第一教程:アメリカの

初等教育に関する報告』 (1986年¥40)および『ジェイムズ･マジソン小学校:アメリカの生徒のた

めのカリキュラム』 1988年ォ>　を執筆して,各学年ごとにそれぞれの教科について学習内容の項

目を詳細に例示している｡さらに,高等教育については既に教育長官就任以前の1984年に仝米科学

基金(National Endowment for the Humanities)の会長として『遺産の復権』 42)と題する報告書をま
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とめているが,その中で彼は,ユダヤ･キリスト教的伝統と西洋文明の知的遺産の学習を共通必修

のコアとする一般教育の強化を主張し,大学の一般教育はそれによってアメリカ文明の理想と価値

を鼓舞し,民主主義を防衛する市民の形成という公民的･道徳的使命を果たすものとならなければ

ならないと論じている｡以下,高等教育,中等教育,初等教育の順に,ベネットが提示する具体的

な教育内容の側面に焦点をあてて,公民的能力の形成と国民的一体性の確保に向けた｢文化リテラ

シー｣,すなわち国民的に共通に求められる基礎教養の中身を考察してみることにしよう｡

ベネットの高等教育論

『遺産の復権』は,全米人文科学基金に組織された｢高等教育における人文科学教育の現状に関

する研究グループ｣の調査研究結果を,ベネットが個人の名でまとめた報告書である｡この中でベ

ネットは,アメリカの高等教育の現状を次のように批判している｡

｢最も重要な思想家たち,最も影響力のある諸観念,そして全ての学生が読むべき書物に関して

コンセンサスに到達することはもはや不可能であるということをしばしば耳にする｡さらに,現

代アメリカ文化は,あまりにも断片化し,あまりにも多元化してしまったので,共通の学習

.commonlearning)という理念を正当化することができないと言われている｡｣ ｢カリキュラムの

指導原理として,知的権威は知的相対主義に取って代わられた｡大学はもはやどの事実あるいは

どの書物に優先権を与えたらよいか言明できず,またそのような言明をすべきでないとされてい

るので,全ての知識は相対的な重要性しかもたないと見られ,それらは学生あるいは教授陣の興

味次第のものと見られている｡｣ ｢あまりにも多くの大学で,カリキュラムはセルフサーヴィスの

カフェテリアとなってしまい,学生たちは十分な栄養もつけず卒業していく｡多くのアカデミッ

クな指導者たちは,カリキュラムが顧客の獲得競争や妥協,あるいは特殊な利害関心以上のもの

を代表すべきだと言明するほどの自信をもっていない｡あまりにも多くの大学が,その教育上の

使命感をはっきりともっておらず,卒業生たちに何を教えるべきかはっきりとした概念をもって

いない｡｣43)

こうしたアメリカ高等教育の現状認識および批判は, 『遺産の復権』以外にも,この時期に集中

して出された各種の高等教育改革論44)に共通して見られるものであり,それらはアラン･ブルー

ムの『アメリカン･マインドの終蔦』にもつながっている｡そこでは,高等教育が,人類の最高の

知的遺産を保存し次世代に伝達するという高等教育本来の使命を忘れ,狭い専門教育(special

education)への分裂と相互の利害対立に終始し,統一的な知的展望と一貫した教育方針を見失って

いること,特に60年代以降学生の｢要求｣に大幅に譲歩した結果,選択科目の無秩序な増大とカリ

キュラムの断片化が進み,学生たちは, ｢教育ある人間｣ (educatedperson)にふさわしい洗練さ

れた教養と知的誠実さを身につけないまま,安易な資格獲得に流れていること等が共通して指摘さ

れている｡そして,高等教育改革の方向として,伝統的な教養教育(liberal artseducation)の復活,

規範的古典文献(canonicl classics)の指定,共通必修のコア･カリキュラムの設定などが提案され
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ている45)｡

『遺産の復権』は,こうした80年代後半の一連の高等教育改革論議に先鞭をつけたものというこ

とができよう46)｡ベネットは｢研究グループ｣全体の改革提言として, ｢人文諸科学(humanities)

と西洋文明(Western civilization)の学習が大学カリキュラムの中心に位置づけられなければなら

ない｣ことを挙げている｡すなわち,学部段階のカリキュラムは,人文諸科学(歴史,哲学,言語,

文学)の学習を共通のコアとし,学生の専攻分野に関わりなく,全員がそれらを履習すべきだと言

うのである47)｡さらにベネットは,大学卒業者ならだれもが例外なしに学んでおくべき作家と作品

を具体的に特定している｡いわば,大学卒業者に期待される｢文化リテラシー｣の一覧である｡そ

して,それらは西洋思想の展開を示すものだとベネットは述べている｡

古典古代から-ホメロス,ソフォクレス,ツキジデス,プラトン,アリストテレス,ヴェルギ

リウス｡

中世,ルネサンス,および17世紀のヨーロッパから-ダンテ,チョ-サー,マキアヴェリ,モ

ンテーニュ,シェークスピア,ホップス,ミルトン,ロック｡

18-20世紀のヨーロッパから-スイフト,ルソー,オーステイン,ワ-ズワース,トクヴィル,

ディケンズ,ジョージ･エリオット,ドストエフスキー,マルクス,ニーチェ,トルストイ,トー

マス･マン　T.S.エリオット｡

アメリカ文学と歴史文献より-独立宣言,フェデラリスト･ペーパーズ,憲法,リンカーン-

ダグラス論争,リンカーンのゲティスパーク演説と第二次就任演説,マーチン･ルーサー･キング

牧師の｢バーミングハム監獄からの手紙｣と｢私には夢がある｣演説,およびホーソン,メルヴイ

ル,トウェイン,フォークナ-といった作家｡

聖書｡ (それ以後の歴史,文学,哲学の基礎として)48)

では,なぜ人文諸科学が大学の共通学習のコアとならなければならないのか｡それに対してベネ

ットはマシュー･アーノルド(MatthewArnold)に依拠してこう答えている｡すなわち｢人文諸科

学は,人間経験についてこれまでに言われ,考えられ,書かれ,その他の方法で表現されてきたも

ののうちで最良のもの｣を代表しており, ｢人間存在の中心問題に答えようとする人類の永遠の努

力の結晶｣だからであると｡そして｢人文諸科学は,重大な真理,擁護すべき判断,意義深い観念

を伝える一群の知識と探究の手段であり,正しく教えられるならば,歴史,文学,哲学,芸術の偉

大な作品を人生の永遠の問題に結びつけてくれる｣からだと言う49)｡言い換えれば,人文諸科学は

｢人間存在の中心問題｣に対する確固とした知的展望と探究の手段を与えるものだということであ

る｡それゆえにベネットは,人文諸科学の教育は専門教育までの余暇段階(interlude)あるいは無

用な付属物(educationalluxury)ではなく,また単に歴史,文学,哲学などの専攻生のためだけの

ものでもなくて, ｢人文諸科学は全ての学生の教育の中に位置を占めるべきであり｣ ｢人文諸科学の

質の高い教育は,大学教育全体の統合的部分となるべきである｣と主張するのである50)｡さらに彼

は,高度な専門性が要求される大学院の学生にとっても,人文諸科学の共通教育は彼らが将来大学
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の教員になったとき,その教育者としての幅広い力量を発揮できるうえで重要だということも指摘

している｡

こうしたベネットの人文諸科学重視の大学教育論は, "GeatBooks"の教育の復権を唱えて世人

の注目を集めたブルームのそれにきわめて類似していよう｡だが,もう一点,ベネットが人文諸科

学の教育的意義を強調するのは,学生たちを｢共通文化の参加者｣ ｢われわれの文明の共通の保持

者｣たらしめるためであり,そして彼らのうちに｢学識を伴った共同体感覚｣ (aninformedsense

of community)を育成するためである51'｡この点に関して,ベネットはE.D.ハーシュの｢文化リ

テラシー｣の考えに支持を表明しているが,ともあれ彼は,大学における人文諸科学の共通教育に,

アメリカ社会の知的･精神的な面での統合力を期待しているのである｡実際,彼は｢マーチン･

ルーサー･キングとリベラル･アーツ｣と題する1986年の講演で,そうした期待をはっきりと表明

している｡

｢われわれは, "諸国民からなる国民　(anationofnations)である｡多様性はわれわれの文化

の基本的要素であり,われわれがそれを讃えるのは正しいことである｡しかし,われわれを一国

民として定義づけている『多様性の統一』 (EPluribusUnum)が,多元性とともに統一をも意

味していることを忘れてはならない｡ --マーチン･ルーサー･キングが『私には夢がある』と

宣言したときに人々に訴えかけたのは,アメリカ文化の共通のコード-独立宣言の理想とその

ユダヤ･キリスト教的伝統におけるルーツ-である｡共通文化-共通の価値,共通の知識,

共通の言語-は,夢を共有し,相違を論じるのに不可欠なものだ｡そこにわれわれ全員がとも

に学ばなければならないものがある｡人文諸科学はこの点でわれわれに役立つことができる｡ -

-われわれの文明の最高の理想と熱望をわがものとすることは,われわれ全員が,他のだれに対

してよりもわれわれ自身に対して負うべき義務である｡｣52'

｢学識をともなった共同体感覚｣の育成-そのためにベネットは,人文諸科学の共通教育は何

よりも西洋文明の知的遺産の学習に重点を置くものでなければならないと主張する｡その理由とし

てベネットは, ｢アメリカ社会は西洋文明の産物であり,われわれは西洋文明の遺産相続人である｣

からだと言う｡

｢われわれの社会が正義,自由,合意に基づく統治,法の下の平等といった諸原理の上に建設さ

れたことは,西洋文明の偉大な時代-啓蒙時代のイギリスとフランス,ルネサンス時代のフィ

レンツェ,ペリクレス時代のアテネ-から直接に受け継がれた諸観念の帰結なのである｡これ

らの,今では当然視されているが当時においてはきわめて革命的であった諸観念は,われわれの

ような多元的な国民を一つに結びつけている接着剤である｡われわれアメリカ人が-白であろ

うと黒であろうと,アジア系であろうとヒスパニック系であろうと,富者であろうと貧者であろ

うと-これらの信念を共有しているという事実が,われわれを同じ西洋の伝統にたつ他の諸文

化と一つにするのである｡｣53'

勿論ベネットは,西洋文明だけが唯一偉大な文明というわけではないと述べ, ｢教育ある人間｣
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には西洋以外の他の文明･文化についても一定の知識と理解が必要だと論じている｡しかし,それ

はあくまでも西洋文明のユニークさとその意義を真に理解するためであって,安易な文化的多元主

義は避けなければならないと主張している｡

ベネットの中等教育カリキュラム案

中等教育のがノキュラムに関して,ベネットは『ジェイムズ･マジソン･ハイスクール』を執筆

して,第9学年から第12学年に至る中等教育のカリキュラム･モデルを提示している(資料1参

照)｡そしてベネットは,これは全国一律的な中等教育カリキュラムを強制するものではなく,ま

た連邦教育省にはそのような権限はないと述べ,これはあくまでも個々の学校がその地域や生徒の

実情に応じてカリキュラ､ムを作成する際に一般的に考慮すべき,共通の学習目標と達成水準を具体

的に示した私案にすぎないことを特別に強調している｡だが,ともかくこのような形で特定のカリ

キュラム･モデルを例示することによって,ベネットはおよそ二つの事柄を意図しているように思

われる｡

一つは,中等教育のカリキュラムにアカデミック科目を中心とする共通必修部分を設ける,いわ

ゆるコア･アカデミック･カリキュラム(coreacademiccurriculum)の導入を図ることである｡そ

していま一つは,この共通必修部分のコア･カリキュラムに実際に盛られるべき学習内容を具体的

に特定化することである｡

第1点に関しては,ベネットは『危機に立つ国家』が提唱した"NewBasics"の考え方を全面的

に受け継いでいる54)｡ただし, 『危機に立つ国家』では五つの"NewBasics"として, ｢英語｣ 4カ

午, ｢数学｣ ｢理科｣ ｢社会｣それぞれ3カ年, ｢コンピューター｣半年を共通必修とするように求め

ていたが,ベネットは｢コンピューター｣をはずし, ｢外国語｣ 2カ年, ｢保健体育｣ 2カ年, ｢芸

術｣ 1カ年を新たに共通必修部分に加えている｡そして,これらの共通必修科目(コア･カリキュ

ラム)は,大学に進学するかしないかにかかわらず,すべてのハススクール卒業者がアメリカ人と
●

してこれだけは必ず習得しておかなければならない｢共通基盤｣ (acommonground)を構成する

ものだとベネットは述べている｡ここでは『危機に立つ国家』が"NewBasics"を通して｢アメリ

カ文化の思想と精神の形成｣を期待していたのと同様に55)ベネットもすべてのハイスクールに共

通のコア･カリキュラムを導入することで,アメリカ国民としての｢共通の知識･技能･共通の言

語観念,共通の道徳的･知的修養｣の達成を図ろうとしているのである｡

それゆえ,カリキュラムのこの共通必修部分を実際にどのような学習内容によって構成するかと

いう第2の問題は,まさに｢アメリカ文化の思想と精神｣の中身を決定する間蓮として,あるいは

国民的に共通の知識や価値観を特定化する問題として,きわめて重要な意義をもってくるのである｡

ベネットが『ジェイムズ･マジソン･ハイスクール』を執筆して,ハイスクールの具体的なカリキ

ュラム･モデルを提示した直接の意図は,すべてのハイスクール卒業者が共通に履修すべき学習内

容を明確にしようとすることであった｡実際彼は, 『ジェイムズ･マジソン･ハイスクール』は
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『危機に立つ国家』が示した卒業要件(共通必修の科目と履修時間)に加えて,その実質的な中身

(何をどこまで学ぶべきか)を明示するものだと述べ,次のように言っている｡

｢生徒が特定の教科に費やす履修時間は,彼がその教科をマスターすることの保証にはならない｡

ハイスクールの授業で実際に行われること-つまり,授業の内容と質-は,あらゆる点で時

間と同様に重要性をもつ｡ ･-･･要するに,内容-つまり何が教えられるかということ-が,

鍵となるのである57'｡｣

さて,ベネットはこの『ジェイムズ･マジソン･ハイスクール』では,先に見た『遺産の複権』

やこのあと見る『第一教程:アメリカの初等教育に関する報告』のように,学習内容の特定化にあ

たって公民的能力　civic competence)の形成や国民的一体性の確保という観点を明確には押し出し

ていない｡むしろここでは,ハイスクール卒業者にふさわしい文化的知識水準を明示して,国際的

資料1 :ハイスクールのカリキュラム案

Ie^^^E SI 第 9 学 年 第 10 学年 第 11 学年 第 12 学年
十 語

文 学 入 門 アメリカ文学 イギリス文学 世 界 文 学

社 会 科 西 洋 文 学 ア メ リ カ 史 アメリカ民主主義の諸原理伴期)

アメリカ民主主義と世界伴期)

数 学

以下のコースから3 年必修○

■代数Ⅰ, 平面 ●立体幾何, 代数Ⅲ●三角法, 統計 ●確率(■半期),
微積分初歩(半期), 微積分 A B または微積分 BC

理 科
以下のコースから3 年間必修○
天文 ●地学, 生物, 化学, 物理またはテクノロジーの原理

外 国 語
地方当局が指定する■ものの中から

一カ国語を, 2 年間必修

保健体育 体育 ●保健(9 年生) 体育 ●保健(10年生)

芸 術
美術史(半期)
音楽史(半期)

鮎 溝甜 …{≡… Il l…m m 買掛 =

≠ 七一=▼■■一 ′ ヒ 拙 一 二 紺 ≒≡=………

=‥:≡≡甜 甜 捉 宗裾 蝣 II 鮎 端 ▼ く 二

註:各必修コースは,括弧で示したもの以外,前後期通年｡
いくつかの必修教科(英語,社会科,保健体育)においては,個々のコースを全員が指定され

たシークエンスに従って履修しなければならない｡その他の必修教科(数学,理科,外国語,芸
術)においては,コースの選択およびそれらのシークエンスは,生徒の興味,能力に応じて柔軟

であってよい｡選択科目の部分は, 7つの必修教科から補足してもよいし,地方当局が指定する
科目から選択させてもよい｡

William J. Bennett, James Madison High School: A Curriculum For American Students, (Washington D. C:
U. S. Department of Education, 1987) p. 9.
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に見劣りするハイスクール生徒の学業達成水準を大幅に引き上げるという観点が前面に出ているよ

うに思われる｡だが,公民的能力の形成や国民的-体制の確保という観点がハイスクールに関して

は貫かれていないというわけではけっしてない｡以下,ベネットがハイスクール卒業者に求める文

化的知識水準(あるいは｢文化リテラシー｣)の内容を見てみよう｡

【英語】

｢文学入門｣ (第9学年) -ホメロス『オデイッセイ』,聖書の諸断章,シェークスピアのソネッ

トと演劇, 『ハックルベリー･フィン』,ディケンズの小説

｢アメリカ文学｣ (第10学年) -フランクリン,ア-ヴイング,ホーソン,ポー,ホイットマン,

トウェイン,メルヴイル,デイキンソン,フォークナ一,ワ-トン,ヘミングウェイ,オ

ー-ル,フイッツジェラルド,フロスト,ラルフ･エリソン,ロバート･ウオーレン

｢イギリス文学｣ (第11学年) -チョ-サー,シェークスピア,ダン,ミルトン,スウイフト,

ブレイク,ワ-ズワース,キーツ,オーステイン,ブロンテ姉妹,ディケンズ,ジョージ･

エリオット,ハ-デイ一,コンラッド, T.S.エリオット,ショー

｢世界文学入門｣ (第12学年) -古代ギリシア･ローマの作家から若干の作品(ソフォクレス,

ベルギリウス),ヨーロッパとロシアから選択(例えば,ダンテ,セルバンテス,モリエー

ル,バルザック,チェーホフ,ドストエフスキー,ゾラ,マン,イプセン),その他教師の

知識と興味に従い日本･中国･中東･アフリカ･ラテンアメリカから若干の作品

ベネットは,これらの文学作品は｢文学的想像力の古典的記念碑｣であって,特に西洋文学は

｢個々のアメリカ人の生活とアメリカ社会の生命とを形づくっている心と欲求,意志と精神｣を映

し出す鏡であり,またアメリカ文学はアメリカ人の｢共通の知恵｣の貯蔵庫であると述べている58)｡

そして,第9学年でのアメリカ文学の学習は,同じく第9学年でのアメリカ史の学習を補うものと

して位置づけられている｡そこには,英語教育を文学教育として,単なる読み書き技能の獲得を越

えた,アメリカ精神の習得ということに力点が置かれていることがうかがわれる｡しかし,例示さ

れた文学作品から見て,その内容がWASP中心の伝統的な文学的遺産に偏っていることは明瞭で

あろう｡

【社会科】

｢西洋文明｣ (第9学年) -古代ギリシア･ローマ,ユダヤ･キリスト教の発展,中世ヨーロッ

パ,イスラムの勃興,ルネサンス,宗教改革,交易･植民･地理上の発見の時代,一啓蒙主義,

アメリカ独立革命とフランス革命,イギリスの産業革命, 19世紀ヨーロッパの国民国家の形

成,帝国主義,第1次世界大戟以前の列強の対立

｢アメリカ史｣ (第10学年) -植民地時代,独立革命とアメリカ政治思想の成立,フ.ェデラリス

トとリパブリカンの時代,西方拡大,ジャクソニアン･デモクラシー,マニフェスト･デス

ティニー,奴隷制,南北戟争,南部再建,金ぴか時代,移民,ワールド･パワーとしてのア

メリカ,革新主義の時代,第1次世界大戦参戦, 1920年代,大恐慌,ニューディール,第2
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次世界大戦のアメリカ, 1945年以降の国内問題

｢アメリカ民主主義の原理｣ (第11学年前期) -アメリカの政治制度と政治哲学の基礎｡連邦政

府と州政府の構造上の発展,連邦制の意味,政党制の成立,選挙･立法･司法の手続き,大

統領,主要な憲法問題の歴史(特に最高裁で扱われたもの),独立革命と独立宣言の思想的

背景の詳細な学習,フィラデルフィア会議と憲法, 『フェデラリスト』 『ゲティスパーグ演

説』マーチン･ルーサー･キング牧師の｢バーミングハム監獄からの手紙｣その他アメリカ

の政治家の演説や文章の詳細な学習

｢アメリカ民主主義と世界｣ (第11学年後期) -20世紀におけるアメリカ民主主義とその敵対勢

力｡第1次世界大戟,ロシア革命,全体主義の勃興,第2次世界大戟,ヨーロッパの戦後復

興,超大国ソヴイエト連邦,国際連合,中東におけるイスラエル, NATO,冷戦,トルーマ

ン･ドクトリン,共産主義の封じ込め,ワルシャワ条約とヨーロッパの分割,朝鮮戟争,中

ソ対立,ベルリン封鎖と空輸,キューバのミサイル危機,ベトナム,デタントと軍備統制,

第三世界における合衆国とソ連,アメリカの安全･貿易･海外援助政策の目標としての民主

主義,ヨーロッパ･中東･アフリカ･ラテンアメリカ･アジア･ソ連の今日の政治状況

社会科では,ヨーロッパ史とアメリカ史の学習を通してアメリカ文明の起源と発展およびその基

本的な観念や政治制度の特徴を理解させ,そのうえでアメリカ民主主義の独自性と優位性を徹底的

に理解させるようになっている｡その意味で,社会科は全体として公民教育に収欽するよう構想さ

れている｡だがその際,とりわけ第11学年後期の｢アメリカ民主主義と世界｣の学習内容が,第2

次世界大戟後のアメリカ政府の外交政策を直接反映した内容になっている点は,民主主義の理解に

関わって問題が残るだろう｡

【数学】

数学では｢代数IJ ｢平面幾何･立体幾何｣ ｢代数Ⅰ ･三角法｣の3科目が必修とされ,そのうえ

で｢統計･確率｣ (半期)か｢微積分初歩｣ (半期)のいずれかを選択履修することができ, ｢微積

分初歩｣を選択した者はさらに｢微積分AB｣ (通年)か｢微積分BC｣ (通年)のいずれかを履修

することができるとされている｡ここでは,とりわけ日本の高校教育との対比において,数字の学

力水準を大幅に引き上げることが強調されている｡

【理科】

理科では｢天文/地学｣ ｢生物学｣ ｢化学｣ ｢物理学｣ ｢テクノロジーの原理｣のうちから最低3科

目を選択履修することとされている｡ここでもベネットは,日本やドイツなどの先進国との比較に

おいて,アメリカの学校教育が初等･中等段階を通じて理科教育をほとんど軽視してきた現状を指

摘し,アメリカは理科教育を受けた普通の市民をかつてなかったほどに必要としていると訴えてい

る｡

【外国語】

外国語については最低1カ国語を2年間必修としている｡外国語学習の意義として,ベネットは,
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世界文学を原典で読むこと,人間経験の広さと多様性を理解すること,そして英語のニュアンスと

特徴に敏感になることをあげている｡

【芸術】

芸術では｢芸術史｣と｢音楽史｣ (それぞれ半期ずつ)が必修とされている｡ここでは実技より

もむしろ芸術史上の各時代を代表する作品を取り上げ,それらの理論的な分析を通じて西洋文明に

ついての理解を得させることに焦点が置かれている｡ベネットは, ｢中等学校の生徒は歴史と文学

を学ぶのと同じ理由に基づいて美術と音楽を学ぶべきである｣と主張し, ｢西洋の美術と音楽の偉

大な作品は,われわれアメリカ人にとって比類なき過去の記録である｡それらは,鮮明で生き生き

とした仕方で,われわれの遺産,われわれの伝統,われわれの文明への洞察を与えてくれる｣と述

べている59'｡そして,実技は選択科目または教科外の活動として行われるべきで,共通必修部分と

してはあくまでも美術史と音楽史の理論学習を行うべきだとしている｡

【保健体育】

2年間必修で,各1年のうち4分の1は健康教育(保健)に充てられるとしている｡

初等教育と社会科カリキュラム

ベネットは1985年10月, ｢1985-6学校年は初等学校の年である｣と宣言して,教育省内に初等

教育研究グループを組織し,一年後,その報告書を教育長官名で『第-教程:アメリカの初等教育

に関する報告』と題して発表した｡彼によれば,これは初等教育に関する全国規模の報告書として

は,ラッセル･セージ財団の『初等学校の諸目標』 (1953年)以来,実に33年ぶりのものである｡

そして,今次の教育改革運動では,中等教育および高等教育に関しては既に多くの議論が出されて

いるが,初等教育に関してはほとんど注意が払われていないとして,ベネットは自らのこの報告書

の意義を強調している｡

その中で,彼は｢初等教育の最大の目的は,子どもたちをその後の教育-と十分に準備し,彼ら

が最終的に責任ある大人となり,民主的市民として社会に出ていくための基礎を置くことである｣

と述べている60'｡そして,初等教育のカリキュラムは,子どもたちが将来アメリカ社会の一員とな

るために必要なあらゆる基礎的知識(basic knowledges)と基礎的技能(basic skills)を与えるもの

でなければならないと主張し,初等教育が全体としてめざすべき包括的な目標(goal)を次のよう

に規定している｡

｢現在のわが国で民主的市民に必要とされるものは,一通りの知識と技能,共通の言語,わが国

の文明と制度についての理解,わが国の国民的シンボルについての知識,アメリカ固有の文化的

多元主義の理解,出身を異にする人々が共にアメリカ人として生活することを可能にしている価

値と規則の尊重である｡こうした盟約(covenant)にたって[初等]学校が特にめざすべき目的

は,基礎を提供すること-つまり,われわれアメリカ人が互いに意見を交えるための文法と続

辞(syntax)を教えることである｡勿論これは,読み･書き･計算の基礎技能を意味する｡しか
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し,そればかりでなく,歴史,科学,地理,公民についてのリテラシーをも意味しているのであ

り,また芸術,音楽,および子どもたちが独立の,有徳で賢明な人生を築くための全ての道具

(tools)をも意味しているのである｡｣61)

こうした基本的観点に基づいて,ベネットは実際, ｢英語(国語)｣ ｢社会科｣ ｢数学｣ ｢科学｣ ｢外

国語｣ ｢芸術｣ ｢保健･体育｣の7教科からなる初等学校のコア･カリキュラム案を構想している62)

(資料2参照)｡だが,アメリカ社会の責任ある市民(公民)の育成に直接関わるものとして彼が

最も重要視しているのは,言うまでもなく｢社会科｣である｡以下,ベネットの初等教育･社会科

カリキュラムに関する基本的な論点と具体的なカリキュラム内容を見てみよう｡

彼はまず, ｢社会科は,子供たちをわれわれの世界と文化に導入するための手段であるべきだ｡

われわれは,子供たちに,われわれを一つの国民,一つの文明として定義づけている諸々の出来事,

人々,諸観念について学ぶことを望む｣と述べて,全ての生徒が初等教育(第8学年)終了までに

習得すべき社会科の学習内容を次のように提示している63)｡

｢アメリカ史の基本的流れとアメリカ史上の偉大な人物についての物語｣ ｢わが国の政治形態の

源泉としてのギリシア,ユダヤ･キリスト教,ローマおよび啓蒙主義の伝統｣ ｢世界の地理的輪

郭と位置および諸国家の風景の主要な特徴｣ ｢世界の主要国家についての本質的な諸事実｣ ｢アメ

リカ市民としての権利と義務｣64)
/

そして,社会科を≪歴史≫ ≪地理≫ ≪公民≫の三分野に区分して,これら三分野の系統的な知識学

習を通して｢民主主義社会での生活に必要な知識と技能を教える｣としている65)｡

①≪歴史≫教育の意義について,ベネットは特にその公民形成機能を強調して, ｢歴史はわれわれ

のアイデンティティーの源泉であり｣,アメリカ国民の｢歴史的に形成されてきた『帰属意識』｣を

与えるものだと述べている｡すなわち,アメリカは特定の政治ビジョンを実現するために創造され

た国家であって,その政治ビジョンの由来と現在に至る歴史の遺産(legacy)を学ぶことは,アメ

リカ人とは何かを知り,アメリカの理想と価値を理解することになるとしているのである66)｡

②《地理≫については,相対的に比重が小さく, ｢人々と場所の感覚(asenseofpeopleaneplace)

を与えること｣ ｢細かい観察の習慣を育成すること｣ ｢推論(reasoning)と演樺的思考を高めるこ

と｣ ｢自分と他の人々の生活する環境を熟知すること｣など一般的なことが言われているにすぎな

い67)○

③≪公民≫については, ≪歴史≫　との密接な関係が強調されて, ｢合衆国の本質的諸事実,中心的

諸制度,基本的諸原理,およびわれわれの共通の遺産(inheritance)である西洋文明の伝統と文化｣

に学習の焦点が置かれている68)｡

【幼稚園から第3学年まで】

さて,ベネットはカリキュラムの具体的な構成にあたって,幼稚園から第3学年までと第4学年

以降とに全体を大きく区分する｡そして前段階は,後段階でのフォーマルな学習のための準備段階

と位置づけ, 《歴史≫ ≪地理≫ 《公民≫　を独立の教科とはしないで,遊戯やゲーム,話し合いなどの
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資料2 :初等学校[幼稚園から第8学年まで]のカリキュラム案

教 科 幼稚園から第 3 学年 まで 第 4 学年から第 6学年 まで 第 7 学年 と第 8 学年

英 語

Reading と W riting の入門 批判的読解の導入 第 7 学年 ‥初級文法 ●作文の
(Phonics, 黙読 と音読, 文法 (児童文学, 一人読書 と読書 総括

の基礎 と綴 り, 語嚢, 筆記 と 報告, 文法, 綴 りと語嚢, 作 第 8 学年 ‥初級文学解釈
ペンマンシップ, 初級作文,

図書館利用法)

文技能)

社 会 科

歴史 ●地理 ●公民の入門 第 4 学年 ‥南北戟争 までのア 第 7 学年 ‥中世から1900年ま■

(重要なアメリカ人, 探検家, メリカ史 での世界史
アメリカ原住民, アメリカの ■第 5 学年 ‥1865年以後のアメ 第 8 学年 ‥世界地理 と合衆国

祝 日 ●慣習 ●シンボル, 市民 リカ史 憲法体制
性, 風景 ●気候 ●地図) 第 6 学年 ‥中世までの世界史

数 学

数学入門 中級の算術 と幾何 以下の単年度コースから二つ
(敬, 基本操作, 分数 と小数, (数の理論, 負の数, 百分率, 履修 :

円, 幾何図形, 長 さの計算, 累乗, 線 グラフ, ピタゴラス 一般数学, 初歩代数, 代数
面積, 体積, 棒 グラフ, 見積

と初歩的統計)

の定理, 基礎的確率)

科 学

科学入門 第 4 学年 :地球科学その他の

第 7 学年 ‥生物学

第8 学年 :化学 と物理学

(植物 と動物, 食物連鎖, 太 トピックス
陽系, 岩石 と鉱物, 天候, 磁 第 5 学年 ‥生命科学その他の

石, エネルギー と運動, 物質 トピックス
の属性, 簡単 な実験) 第 6 学年 ‥物理科学その他の

トピックス

外 国 語 [オプシ ョナル]

外国語入門

(基本語桑, 文法, 読 み, 香

き, 会話, 文化財)

正規の語学学習

2 年間の履修が望 ましい

芸 毎

音楽と視覚芸術 音楽と視覚芸術
音楽鑑賞 と芸術鑑賞(敬, レコー ド, 音色 と楽器, (偉大 な作 曲家, 音楽のス タ

図画, 工作, 視覚効果) イルと形成, 初歩的音楽理論,
偉大な画家, 芸術解釈, 創作)

各学年 1 学期必修

保健 ●体育

体育 と健康 体育 と健康 体育 と健康
(身 体 統制, 健 康 維 持, ス (集団スポー ツと個人スポー (集団スポーツの戦略, 体操,

ボー ッ, ゲー ム, 訓練, ス ツ, 救急処置, 薬物防止教育, エアロビクス, 健康の自己評

ボーッマ ンシップ, 安全, 宿 適切な性教育) 価, 薬物防止教育, 適切 な性

坐, 栄養, 薬物防止教育) 教育)

William J. Bennett, James Madi∫on Elementary School: A Curriculum for American Student∫,

(Washington D. C∴ U. S. Department of Education, 1988), p. ll.

｢活動的学習｣ (activelearning)やおとぎ話,伝説,伝記などの素材を通して,フォーマルな学

習の基礎となる基本語嚢(general vocabulary)や初歩的概念を習得する段階としている｡

①≪歴史≫　については,神話,伝説,おとぎ話,偉大な人物(コロンブス,ワシントン,リン

カーン,キング牧師等)の伝詑,聖書物語なとを素材にした｢物語としての歴史｣ (historyasa

goodstory)という考え方が採られている｡この点に関しては,ベネットの社会科カリキュラム構

想に最大限の影響を与えているコロンビア大学のダイアン･ラヴイッチの説明が参考になる｡彼女

は,民話やおとぎ話や英雄伝が幼い子供たちの内面世界に直接影響力をもつことを指摘したブルー

ノ･ベッテルハイム(BrunoBettelheim)の理論を下敷きにして,次のように論じている｡
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｢良き物語としての歴史は, 5歳, 6歳, 7歳, 8歳の子供たちを扱う上で誤ったアプローチで

はない｡想像力を働かせて別の時代に生活する機会としての歴史は,幼い子供たちにとって優れ

たアプローチである｡ ･･-･彼らの活発な精神とロマンスや冒険を好む感覚が活用されるとき,彼

らは苦もなく学ぶ｡さらに重要なことは,後の学年での歴史と文学の学習を準備するということ

である｡｣69)

さらにベネットは,重要な祝日(独立記念日や感謝祭等)や愛国歌,民間伝承(folktale)などを

活用して,アメリカ的慣習(Americancustoms)の理解を与えることを提言している｡

②《地理≫については,遊戯,ゲ-ム,地図づくりなどの｢活動的学習｣を中心に,距離や方角,

地形,気候,土地利用,交通･交易等について初歩的な概念を教えるとしている｡そして,第3学

年では特にアメリカ原住民(インデアン)の生活と新大陸-の移民を主題にして,歴史学習と関連

づけながら,アメリカおよび世界の地理の学習をすすめ,また同時にマサチューセッツやヴァージ

ニアの植民地での宗教的寛容と自治の概念の発生を検討して,公民学習につなげるということが提

案されている｡

③≪公民≫については,まず｢学校の中の市民｣としての行動から始めて,市民の権利と義務,

および選挙の仕組みを理解させ,政治制度と法律制度に関する初歩的な説明を与え,さらには｢国

民的アイデンティティーの感覚｣ (asenseofournationalidentity)を養うとしている｡特に最後

の点については, ｢アメリカの民主主義と国家(nationhood)を象徴するシンボル｣の意味を理解さ

せるとして,国旗,大統領,ホワイト･ハウス,首都ワシントン,国章のワシ,リバティー･ベル,

自由の女神,国会議事堂,アンクル･サムなどを取り上げている｡

【第4学年から第8学年まで】

第4学年以降は,学問分野別にフォーマルな学習を行うとしている｡ ≪歴史≫　は,第4学年と第

5学年でアメリカ史,第6学年と第7学年で世界史を学び, 《地理≫　と≪公民≫は,第8学年で世界

地理と合衆国憲法を学ぶように配列されている｡全体として≪歴史≫の学習の比重が高いが,ベネ

ットにおいては≪歴史≫の学習は同時に≪公民≫学習をも意味していることから,歴史学習の内容は

アメリカの国家形成史,政治制度史に力点が置かれている｡

第4学年は,南北戟争までのアメリカ史の学習にあてられ,フランス,オランダ,スペイン,イ

ギリスによる植民者たち,植民地時代の生活, 『独立宣言』,独立革命,憲法制定会議,ルイジアナ

購入,西方拡大,運河と鉄道の発達,南北戦争前の地域対立を学習内容として提示している｡そし

て,独立13州や西方拡大を地図で確認する中で地理学習を,三権分立,二大政党性,奴隷性をめぐ

る憲法問題を扱う中で公民学習を補うとしている｡

第5学年は,南北戟争から現代までのアメリカ史の学習にあてられ,南北戟争,奴隷制廃止,南

部再建,産業革命,都市化と移民,第一次世界大戟,大恐慌,ニューディール,第二次世界大戟,

公民権運動,ベトナム戟争,を学習内容として提示している｡そして,地理に関連づけては, 50州

とその首府の暗記,北部連邦州と南部連合州および中間州の地図による確認,主要な戟場の確認,
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19世紀の移民の出身国の確認,また公民に関連づけては,主要な憲法問題と憲法修正条項の学習,

20世紀における民主主義とその敵対勢力の検討を提示している｡

第6学年は,中世までの世界史の学習にあてられ,先史時代,古代文明,古代ギリシア･ローマ,

ユダヤ･キリスト教,ビザンチン帝国,シャルルマ一二ュ,イスラムの興隆,ラテン･アメリカと

アフリカの初期の文明といった学習項目が挙げられている｡そして,地理に関連して,文明の興亡

と伝播を地図で確かめること,公民に関連して,民主主義のルーツを古代ギリシア都市国家に求め,

現代アメリカ政治-のその応用を見ることが挙げられている｡

第7学年は,中世から1900年までの世界史の学習にあてられ,封建制ヨーロッパ,ルネサンス,

宗教改革,科学革命,航海時代と植民地主義,啓蒙主義,フランス革命,イギリスの議会制民主主

義,産業革命,近代ヨーロッパ諸国家の出現が学習項目として挙げられている｡地理に関連しては,

諸帝国の拡大と衰退およびアジア,アフリカ,南アメリカの国民諸国家の成立を地図で確かめるこ

と,公民に関連しては,ヨーロッパの民主主義的政治思想と現代アメリカ政治-とその応用を知る

ことが挙げられている｡

第8学年は, ｢アメリカ憲法体制｣と｢世界地理｣を半年ずつ学習することになっている｡前者

の学習項目としては,権力の分離,均衡抑制,共和制,国会議員の義務と職務事項,立法過程,読

会の権威と制限,国政選挙と大統領選挙委員,大統領と副大統領,かれらの職務事項,かれらの責

任,連邦裁判所のシステム,法の正当な手続き,再審制度,憲法修正の発議が挙げられている｡後

者の学習項目としては,世界の主要な地域と国家,首都と主要都市,大陸と大洋,気候,天然資源,

貿易と通信,商業と経済,人口動態と移動,主な人種,言語,文化,宗教,農業,政治が挙げられ

ている70)｡

【暗黙のがノキュラム】

ベネットは,正規の教科教育に加えて, ｢暗黙のがノキュラム｣ (implicitcurriculum)が果たす

性格形成の役割に注目して,この面で各学校は特に公民教育の責任を自覚しなければならないと主

張している｡そして,国旗掲揚や国歌斉唱その他国民生活上の儀式,裁判所や市長室,タウン･

ホールへの訪問,対外戟争従軍者に対する表敬などは,学校が日常生活レベルで市民性

sitizenship)の育成に取り組むよい機会となると述べている71)｡

さて,以上のようにベネットの社会科教育構想は全体として,アメリカの憲法体制の価値と理想

を共有し,アメリカ国家に強い帰属意識を感ずる市民(公民)の形成を目的とするものであるが,

こうした本質的性格は,彼がとりわけ社会科教育のアメリカナイゼーションに果たす役割を強調し

ている点によく示されている｡

｢歴史と公民は,アメリカに新来した子供たちの教育にとって特別に重要なものである｡われわ

れの市民的伝統の縫い糸-われわれの法律,制度,文化-は,今や何世代にもわたってアメ

リカを一つのキルトに縫い合わせてきた｡わが国の自由は,迫害された人々を招き続けている｡

わが国の学校がカストロやボルボトのもとを逃れてきた家族の子供たちを受け入れている限り,
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l
>

われわれは｢グローバリズム｣ ｢多文化主義｣の名でアメリカ的伝統の教授を放棄するようなこ

とがあってはならない｡むしろわれわれは,これらの新来者たちにわれわれの多元的民主主義の

手法をきちんと教えることに積極的でなければならない｡｣72)

5.フリーマン･バッツの公民教育論

フリーマン･バッツ(R.FreemanButts)と言えば,アメリカのリベラル派を代表する教育史家

の一人として,日本でもよく知られ七いる｡だが今日のアメリカでは,バッツのようなリベラル派

に属する人々の間でさえも,アメリカ的価値と伝統の教え込みを学校教育の中心目標とする考えが

有力な位置をしめるに至っている｡バッツ以外にも,例えば,先に触れたように, AFTのような

リベラルな立場を支持してきた有力な教員組合組織が『デモクラシーのための教育』の研究プロジ

ェクトを主宰して,アメリカ的価値観の担い手としての市民(公民)の育成を主張していることな

どにもそれはうかがえる73)｡

シドニー･フックの｢自由社会を守る教育｣

また,かつてのデューイ派の哲学者であったシドニー･フック(SidneyHook)も1984年に｢自
∫

由社会を守る教育｣と題する全米人文科学基金での講演において, ｢われわれの自治的な民主主義

社会(self-governing democratic society)への忠誠を強化するような教育システム｣の必要を訴え

ている｡すなわち,フックによれば,合衆国憲法200周年を迎えた今日,アメリカはかつてジェフ

ァーソンが構想した自由と自治を原則とする民主主義の理想が国民生活のあらゆる部分において衰

弱し,共産主義(全体主義)の脅威に対抗できるだけの国民的一体性の保持が危機に瀕しているの

であり,こうした危機に対処するために｢自由社会の基本的要素｣の学習をあらゆる教育段階で必

修部分とするような教育プログラムの開発がいま求められているというのである｡そして,自由社

会における民主主義-の忠誠は,プロパガンダやインドクトリネーションによって直接吹き込まれ

るべきものではなく, ｢民主主義社会の諸機能についての誠実な探究,その歴史の学習,その英雄

たち-の称賛,その達成物の確認｣によって,間接的に｢反省的,批判的思考の方法｣を通して育

成されるべきものだとフックは言う｡この点ではフックには,リベラル派の哲学者としての一定の

良識がうかがえるが,しかし全体の論調は,先に見たベネットのようなネオ･コンサバテイヴのそ

れと驚くほど類似しているのである｡そして,フックもまた,自由社会への忠誠を生み出すものと

して｢人文諸科目(humanities)の学習を中心とする教養教育(liberal education)｣の復権を求め,

自由で自治的な民主主義社会の市民(公民)的リテラシーとして,言語,文学,歴史,哲学といっ

た人文諸科目の学習をカリキュラムの中心に位置づけることを主張するのである74)｡
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公教育の公民的使命

だが,こうしたリベラル派における≪アメリカン･デモクラシーの共通価値や伝統的遺産≫　とい

うものへの回帰現象を最もよく代表しているのは,フリーマン･バッツであろう｡彼は最近の著

書75)の中で,今日のさまざまな教育改革論議に見られる共通の盲点は,それらが公教育(public

edudcation)に課せられているまさに公共的目的というものを忘れていることにあると指摘してい

る｡すなわち,バッツによれば,アメリカの公立学校教育は,そもそも建国の初め以来,独立宣言

や合衆国憲法,権利章典等によって約束された｢民主的政治共同体｣ (democraric political

community)の理想を実現するために,その担い手(市民)を意識的に形成することを基本的な使

命としてきたものなのである｡しかるに,こうした｢民主主義社会の責任ある市民｣の育成という

｢公民教育｣ (civic education)の課題は,今日教育改革を論ずる人々の意識の中ではほとんど中

心的要素となっていない,とバッツは批判する｡なぜなら,今日のアメリカが直面している危機は,

アメリカ国家の存立基盤そのものである民主主義的諸価値が人々の意識の中で空洞化し始めている

という事実にこそあるのであって,そうした事態は軍事的あるいは経済的な危機よりもはるかに深

刻なものなのだ,とバッツは受けとめているからである｡それゆえ彼は,教育改革に向けて今求め

られている｢最善の第一歩｣は,公教育本来の使命である｢公民教育｣の課題を再認識することで

あると主張するのである｡そして,アメリカを一体性ある｢民主的政治共同体｣として保持するた

めに学校教育が果してきた｢公民的使命｣　civicmission;というものを,教師と教育専門家たち

は深く自覚するべきであると訴えている76)｡

しかしながら,バッツのこうした｢公民教育｣の主張は, 80年代教育改革が始まるかなり以前に,

既に70年代の初頭から彼が一貫して展開してきたものなのである｡それは,ベトナム反戦運動や黒

人公民権運動,あるいは若者の対抗文化(counter-culture)の運動に象徴される60年代と70年代の

｢社会的危機｣の中で,アメリカの政治システムへの信頼回復と国民的統合をいかにして達成する

かという課題意識に基づくものであった｡ 1973年に『ネイション』誌に寄稿した論文で,バッツは

｢1960年代の混乱がもたらした不安定な諸結果のうちで最も無気味なものは,国民的共同体感覚

asenseofnational community)をうちたてる文化的,社会的要素としての公教育に対するアメリ

カ的信仰が腐食し始めたことであろう｣と述べている77)｡そして, 4年後の別の論文では,アメリ

カ人の公教育に対する信頼喪失をもたらした社会的背景をいくらか詳しく分析して,アメリカ社会

全体に広がった"civism" (公民精神)の喪失を指摘している｡すなわち,アメリカの特に若者の

間に顕著な｢政治的懐疑主義｣,政府･学校･教育などの公的制度め権威に対する人々の幻滅,そ

して人種･民族集団や階級ごとの個別利害の主張と対立,個人の権利の過度の強調,公共的問題へ

の無関心,アパシー,シニシズム,こうしたものがアメリカの国家共同体を分裂の危機に陥れ,ひ

いては教育のプライベイト主義と多元化傾向を助長しているのだというのである78)｡バッツの｢公

民教育｣論は,まさにこうした60年代後半から70年代初めにかけてアメリカ社会が経験した公共精

神(public spirit)の喪失と多元的分裂傾向に対する処方として提起されたものなのである｡それは,
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アメリカン･デモクラシーの共有されたビジョンとその伝統的理想-の献身的態度の形成を通して,

アメリカ国家の再統合をめざすものであった｡事実,バッツは｢市民としての責務を行使するのに

必要な知識と理解｣を教え込む(inculcate)ことこそ公立学校の第一の目的(prime purpose)であ

ると論じ, ｢公立学校は,国民全体の間に市民的一体性の感覚(asenseofcivic cohesion)をうちた

てるという課題にかつてなかったほど集中すべきである｣と主張しているのである79)｡

バッツの｢公民教育｣論の中心概念である｢共同体感情｣ (asenseofcommunity)あるいは｢公

民精神｣ ,civism)は,その思想的淵源を, 1930年代における社会改造主義者(social reconstruct-

ionist)としての彼の経歴のうちに有している｡とりわけ　G.S.カウンツ(GeorgeS.Counts)の影

響のもとで,大恐慌時代のバッツは,連邦政府の計画化が果たす主導的役割を支持し,福祉国家の

実現に向けて国民的コンセンサスを形成するために,インドクリネーションをも辞さない強力な公

民教育の必要を主張していた｡だが, 1970年代以降のバッツは,カウンツの有名な"Darethe

Shool Build aNew Social Order?　というスローガンを"Dare the Shool Build aNew Commonwealth?

と言い換えることによって,現実の社会的･経済的諸問題の解決をめざした改革者志向を離れ,ア

メリカの政治システムと民主主義の伝統を自明視する｢公民教育｣論者となるのである｡彼にとっ

て福祉国家(民主的政治共同体)の実現は,もはや富の再配分を含む"public"の問題ではなくな

り,所与の国家理念に対する忠誠心と義務感によって結ばれた国家共同体の市民を創出するという

"CIVIC　の問題へと捉えなおされているのである｡すなわち,彼は次のように自らの思想的変化

を説明している-｡

｢50年ほど前のジョージ･カウンツの挑戦に対する教育専門家たちの応答は,次第に,経済的コ

レクテイヴイズムに基づいた新しい社会秩序の建設に挑むものではなくなった｡ --今日その挑

戟は,経済的なものであるよりもはるかに政治的,文化的なものとなっている｡その挑戦は,わ

れわれがわれわれの歴史的,政治的目標と宣言している自由,平等,正義,共同体といった事柄

を達成することである｡ --･学校がなすべきことは,リベラルな政治共同体の民主主義的諸価値

と民主的憲法体制のリベラルな政治過程とに,思想と行動において積極的にコミットする態度を

形成することである｡｣80)

"civic arts　としての"liberal arts"

さて, 1982年に大学の一般教養教育(liberal arts education)について論じた論文の中で,バッツ

は｢教養教育(liberaleducation)という観念は,人文学(humanities)とともに始まったばかりで

なく,市民性(citizenship)の観念とともに始まったものでもある｣と述べている81)｡彼によれば,

ギリシア･ローマ時代以来,教養教育の第一の目的とされてきたものは,人々が血統や身分あるい

は信仰などが支配する因習的社会を離れて,普遍的な法の支配する政治共同体を組織したとき,そ

の政治共同体を維持するために,その統治過程に参加する有資格者としての市民(公民)を創り出

すことであったという｡そして,アメリカの建国の父祖たち(ワシントン,フランクリン,ジェフ
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ア-ソンなど)においても,教養教育の目的は,新しい共和国の統治原理を理解しそれへの忠誠心

をもった市民(公民)を形成することに置かれていたというのである｡かくして,バッツによれば,

"liberalarts"は本来"civicarts　に他ならないのであり,それゆえ大学の一般教養教育は,単な

る知的訓練や学問研究-の準備,あるいは個人の自己実現や人格形成といった目的を越えて,何よ

りも共和国の市民(公民)を準備するという公民的･道徳的目的に貢献するものでなければならな

いのである｡

バッツは｢教養教育の共通の公民的コア｣となるべき｢民主主義的諸価値の十戒｣を提示してい

る｡すなわち,一方における多元主義的,個人主義的諸価値としての｢自由｣ ｢多様性｣ ｢プライヴ

アシ-｣ ｢法の正当な手続き｣ ｢国際的人権｣と,他方における国家の統合と一体性の諸価値として

の｢正義｣ ｢平等｣ ｢権威｣ ｢参加｣ ｢公共善-の義務｣である(資料3参照)｡そして,一般教養教

育のカリキュラムは,歴史,道徳,政治哲学,文学その他の人文諸科学,および政治学,法律学そ

の他の社会諸科学の有機的,学際的な履修を通して,学生たちがこれらの諸価値の内容を具体的に

理解し,それらを実際の社会的政治生活の場面において活用できるよう組織されなければならない

としている82)｡だが,バッツが提示する｢民主主義的諸価値の十戒｣は,単に並列された価値の項

目ではなく,それらは統合の諸価値が多様性の諸価値を包摂するような関係において理解されてい

る｡すなわち,バッツにおいては,多様性はあくまでも文化的な次元での多様性にとどまり,それ

らは政治的次元での統一を破ることは許されないのである｡そして,個人の思想･信条･信念の多

様性は,国民的な共通の杵に結び付けられてはじめて意味を与えられるのであって,すべては国家

共同体とその統治システムの枠内においてその多様性が許容されるにすぎないのである｡実際バッ

ツは,多元主義的,個人主義的諸価値は｢公民精神(civismjの一体性の諸要素から生じるところ

の政治的,心理的正統性(political and psychological legitimacy)という強い支柱によって支えられ

なければならない｣と述べ,多元主義もそれ自体を是とし保障する統治体制-の忠誠心と義務感が

なければ意味をなさないと述べている83)｡その意味で,バッツの｢公民教育｣論は,アメリカ国家

の政治システムとその統治原理を所与として,それ-の同化と統合を図るものだと言えよう84)｡

多様性の統一(e pluribus unum)

以上のようにバッツが大学の一般教養教育に関して強調した｢公民的機能｣ (civic function)と

いうものは,勿論,中等教育や初等教育の段階においても,カリキュラム全体を統括する基本目標

となるべきものとバッツは考えている｡それは,市民性(citizenship) -の準備の教育はすべての

子どもたちに対して例外なしに行われなければならないものだからである｡だがそればかりではな

い｡バッツは,初等･中等諸学校での｢公民教育｣が特に重要な意味をもつのは,大学に進学しな

い(あるいは進学できない)下層労働階級の子どもたちやマイノリティーの子どもたちに対してで

あると述べている｡なぜなら,彼らは｢歴史的に見て,アメリカの政治生活と社会生活の主流′

(mainstream)に接近することを阻まれてきた｣からであり,また政治的社会化(political socializ-
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資料3 :民主的諸価値の十戒

｢法と秩序｣

強制された同一性と
コンフォーミティー

権威主義

｢多数派中心主義｣

ショーヴイニズム

統一 (Unum) の真の形態 多様性 (Pluribus) の真の形態

正義 (justice) 自由 (Freedom)

平等 (Equality)

権威 (Authority)

多様性 (Diversity)

プライバシー (Privacy)

参加 (Participation) 正当な手続き(Dueprocess)

公共善への個人の義務 国際的人権
(Personalobligation (internationalhuman rights)
forthepublicgood)

Cosmopolitan Civism Stable Civism

＼〉/
Pluralistic Civism
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腐敗した形態

アナーキー

不安定な
多元主義

私生活主義

｢犯罪者に寛大｣

｢文化帝国主義｣

R. Freeman Butts, "The Revival of Civic Learning Requires a Prescribed Curriculum,

in Liberal Education, Vol. 68, No. 4, p. 392,より引用｡

ation)に関して,学校での公民教育がより大きな影響力を及ぼすのは,既に一定の政治的知識と高

い参加意識を所有している中産階級の子どもたちに対してよりも,むしろ彼ら下層階級やマイノリ

ティーの子どもたちに対してであるからだ,とバッツは言っている85)｡そして,このことはまた,

バッツの｢公民教育｣論が政治的アウトサイダーたちを主流へと編入し,彼らをも国家共同体の責

任ある市民(公民)として同化する性格のものであることを示しているだろう｡

"civic learning"

学校における｢公民教育｣の具体的なあり方として,バッツは特定の教科(例えば,公民科とい

ったようなもの)の設定を特に予定しているわけではない｡彼は｢効果的な公民教育は,教育シス

テム全体を通して行われるものであり,カリキュラムや教授,学習ばかりでなく,学校の組織,運

営,活動,管理,地域との関係をも包含する｣と述べている｡つまり,彼が強調するのは,学校教

育の｢公民的機能｣であり,教育内容や方法の選択は言うまでもなく,いわゆる｢潜在カリキュラ

ム｣ (hiddencurriculum)の統制までをも含めて,学校教育全体が｢公民的機能｣を中心に有機的

に組織されなければならないということである86)｡こうした前提にたって,バッツは｢公民教育｣

(あるいは,学校の｢公民的機能｣)がめざす具体的な教育目標を｢価値｣ ｢知識｣ ｢参加｣の三つ

に整理している｡

①バッツが提示する｢民主主義的諸価値の十戒｣については,先に考察をくわえたが,これらの

｢政治的諸価値｣の教育について,バッツが特に強調するのは｢政治システムの維持に貢献しよう

とする態度(attitudes),心情(sentiments),感情(feelings),信念(beliefs),傾倒(commitme-
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nts)｣の育成である｡言い換えれば,アメリカン･デモクラシーを支える共通価値への｢信仰｣と

｢義務感｣の育成である87)｡

②勿論,バッツは,こうした価値の教育を道徳的,宗教的心情に訴えて行うことには反対し,敬

師たちに｢わが国の憲法秩序の根底にある基本的,歴史的諸概念,諸原理,諸価値の注意深い学問

的研究｣と堅実な知識に基づく理性的な判断の必要を訴えている｡そして, ｢政治的知識｣

(politicalknowledge)について,バッツは｢現代の学問の最も厳密で,批判的,分析的,現実的な

研究成果｣に依拠すべきだと述べ,具体的に,政治学,法律学などの社会科学,および歴史,哲学,

文学などの人文科学の体系的学習を求めている｡それは,バッツの｢公民教育｣が｢事実に依拠し

た学問的知識と批判的探究｣を通して｢知識をもった知性的市民性｣を形成することを重視してい

るからである88)｡

③だが,同時に彼は, ｢政治的知識｣の学習が単なる知識と知的技能の獲得をめざす｢認知的学

習｣ (cognitivelearning)にとどまってほならないと述べ,価値-の傾倒や動機の獲得にまで及ぶ

｢情意的学習｣ (affectivelearning)の必要を主張している｡そしてそのために,生徒たちを学校

や近隣社会の公共的問題に直接参加させ,その中で民主的諸価値と制度の実際的な動機を体験させ,

政治参加のスキル(交渉,妥強,結集,権力,意志決定,責任など)を体得させるべきだとしてい

る89)｡
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